
障がい者虐待防止について 
 

（１）障害者虐待防止法について 概要 

１．名 称 ：「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

平成 23年 6月 17日成立、平成 24年 10月 1日施行 

２．定  義： 【障がい者とは】 

障害者基本法第 2条第 1号に規定する「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の

機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を

受ける状態にあるもの」としており、障がい者手帳を取得していない場合も含まれる。また、ここでいう障がい者

には、18歳未満のものも含まれる。 

       【通報義務の対象となる障がい者虐待】 

       ①養護者による障がい者虐待 

        養護者とは、障がい者を現に養護する者であって、障がい者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの。障が

い者の家族、親族、同居人等が該当。※18歳未満の障がい児に対する虐待は、児童虐待防止法が適用。 

       ②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 

         障がい者福祉施設従事者等とは、障害者総合支援法等に規定する障がい者福祉施設又は障がい福祉サー

ビス事業、児童福祉法に規定する障がい児通所支援事業等に係る業務に従事する者 

 障がい者福祉施設 障がい福祉サービス事業等 

障害者総合支援

法等による規定 

 

・障がい者支援施設 

 

・のぞみの園 

 

・障がい福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共

同生活援助） 

・一般相談支援事業及び特定相談支援事業 ・障がい児相談支援事業 

・移動支援事業 ・地域活動支援センターを経営する事業 

・福祉ホームを経営する事業  

・障がい児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等

デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援) 

         ※高齢者関係施設の入所者に対する虐待⇒高齢者虐待防止法が適用（65歳未満の障がい者に対するものも含む） 

※児童福祉施設の入所者に対する虐待⇒児童福祉法が適用（18歳以上の障がい者に対する虐待を含む） 

        ③使用者による障がい者虐待 

         使用者とは、障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項につ

いて事業主のために行為をする者 

         ※使用者による障がい者虐待は、年齢に関わらず(18歳未満や 65歳以上であっても）障害者虐待防止法が適用。 

       【虐待の類型】 

        身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の 5類型 

３．虐待防止施策等： 

    【障がい者に対する虐待の禁止】 (第 3条関係) 

        ・何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない。  

    【国及び地方公共団体の責務等】 （第 4条関係） 

        ・虐待の予防及び早期発見等を行うための関係機関等との連携の強化、体制整備に努める。 

・専門的人材等の確保及び資質向上を図るための研修等の必要な措置を講じるよう努める。 

・通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について啓発活動を行う。 

    【国民の責務 】(第 5条関係) 

        ・虐待防止等の重要性に対する理解を深めるとともに、地方公共団体が講ずる虐待防止等のための施策に協

力するよう努める 

    【障がい者虐待の早期発見等】 （第 6条関係） 

        ・ 障がい者の福祉に職務上関係のある者等が、障がい者虐待の早期発見に努めなければならない等規定 

 【障がい者虐待対応窓口の設置】(第 32条、36条) 

        ・市町村、都道府県には、それぞれ障がい者虐待対応窓口として、市町村障がい者虐待防止センター、 都道

府県権利擁護センターを設置 



 

【虐待に係る通報等】 （第１６条関係） 

・ 障がい者福祉施設、障がい福祉サービス事業等の従事者による虐待について 

         ア 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、市町村に通報しなければならない。 

         イ 虐待を受けた本人が市町村に虐待を受けた旨を届け出ることも可能。 

・ 障がい者福祉施設従事者等は、通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く）をしたことを理由として 

解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

障がい者虐待防止等のスキーム 

養護者による障がい者虐待 

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 

 

     通報・届出・相談 

障がい者福祉施設従事者による障がい者虐待 

[設置者等の責務]虐待防止等のための措置の実施 

 

    通報・届出・相談       

                  

使用者による障がい者虐待 

[事業主の責務]虐待防止等のための措置の実施 

 

通報・届出・相談    通知        

 

 

（２）障がい者福祉施設従事者等による虐待の防止について 

 

 

 

 

 

 管理者の責務  ～   虐待防止の責任者 

 施設の理念・方針を明確化 ～ 倫理綱領、行動規範、虐待防止マニュアル等を定め職員へ周知、徹底 

 虐待防止、虐待対応の組織作り ～ 組織的対応、虐待防止委員会の設置等    

 人権意識を高める取り組み ～ 研修、虐待事例のポスター等の掲示、職員の自己チェック 

 支援技術の向上 ～ 障がい特性に応じた専門的な技術の向上、積み重ね、スーパーバイズ 

 個別支援の推進 ～  個別支援計画の基づいた適切な支援、個々のニーズに応じた個別的な支援 

 開かれた施設運営 ～ 地域住民に開かれた施設、ボランティア、実習生等の受け入れ 

 職員のメンタルヘルスの体制整備(風通しの良い職場環境）   

～職員が支援にあたっての悩みを相談できる体制を整備 

 実効性のある苦情処理体制の構築  ～  意見箱、苦情受付制度の活用 

 

（３）障がい者虐待の判断に当たってのポイント 

 虐待をしているという「自覚」は問わない 

 障がい者本人の「自覚」は問わない 

 親や家族の意向と障がい者本人のニーズとは異なる場合がある 

 虐待の判断は組織として行う⇒組織で対応 

 

【虐待の防止等のための措置】 （第１５条関係）    

  ・ 障がい者福祉施設の設置者等は、従業者等による虐待の防止等のための措置を講ずる義務。 

    ⇒ 研修の実施、サービス提供を受ける障がい者及びその家族からの苦情の処理体制の整備等 
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①事実確認（立入調査等）②措置（一時保護、後見審判請求） 

市町村 

市
町
村 

①監督権限等の適切な行使 

（大阪府・政令市・中核市・権限移譲市） 

②措置等の公表 

市
町
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大
阪
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①監督権限等の適切な行使 

②措置等の公表 

大阪労働局 
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○障がい者虐待の具体例   参考：平成３０年６月厚生労働省作成「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

 

  

虐待の 
区分 定義・例 

 

身体的 

虐待 

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制す

ること。 

【具体的な例】 ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・や

けど ・打撲させる ・身体拘束（柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制す

る、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等） 

性的 

虐待 

性的な行為やその強要すること（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある） 

【具体的な例】 ・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする ・本人の前でわいせつな言葉を発

する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像を撮影する 

心理的 

虐待 

脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。 

【具体的な例】 ・「バカ」「あほ」等障がい者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れな

い ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する 

 

 

放棄・

放置 

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障

がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。 

【具体的な例】 ・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させな

い ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・ごみを放置したまま

にしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に行かせない ・必要な福祉サ

ービスを受けさせない ・制限する ・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する 

 

経済的

虐待 

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理

由なく制限すること。 

【具体的な例】 ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する  

・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない 

 



♦身体拘束について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体拘束の禁止 

○障がい福祉サービス等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を行っ

てはならない。 

○やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

○身体拘束にかかる記録が未作成の場合については減算となります。【身体拘束廃止未実施減算】 

 

やむを得ず身体拘束を行う時の留意点 

3要件＋４（プラスフォー） 

3要件 

①切迫性    ⇒  利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 

②非代替性  ⇒  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと 

③一時性    ⇒  身体拘束その他の行動制限が一時的であること 

手続きの 4原則 

①組織として検討・決定  ⇒ 個別支援会議などにおいて組織として検討し、決定する必要がある。 

②個別支援計画に記載  ⇒ 身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由、拘束解消の方針を記載する。 

③本人・家族への説明   ⇒ 利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ることが必要である。 

④記録の作成        ⇒ 実際に行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。 

＋ 

障がい福祉サービス等の運営基準 

 

緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定される 

 利用者の障がい特性から身体拘束は絶対必要という思い込み 

 身体拘束がなければ利用者の突発的な行為に対応できない、利用者の安全は確保できない、という思い込み 

 問題の解決策は身体拘束しかないという考え 

 この身体拘束は本当に必要なのか？という視点 

 身体拘束の手続きを踏んでいるから実施してもいい、という思い込み 

 

問題行動に対処するために、身体的虐待に該当するような行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つ

き、押さえつける職員や押さえつけられた場面に恐怖や不安を強く感じるようになる。⇒さらに問題行動につな

がり、さらに強い行動制限で対処しなくてはならなくなる⇒悪循環 

 

 
常に、本当に身体拘束が必要か、考え続けなければ「安易な身体拘束」、「身体拘束の常態化」につながる。 

人権侵害に該当する可能性があるため、慎重な判断が求められる。 

○問題行動に対処するために安易な身体拘束に陥っていないだろうか 



＜参考資料＞ 事業所内での研修等にご活用ください。 

 

 

 

 

事例集の概要 

○大阪府の虐待防止に向けた取り組みとして、平成 23年度～25年度の 3ヵ年事業として 

「障がい児者施設等サービス改善支援事業」を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員が職場で孤立したり、ストレスを抱えることを防ぐことも虐待の防止につながります。 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

目次 Ⅰ 障害者虐待の防止 

   Ⅱ 障害者虐待防止法の概要 

   Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応 

   Ⅳ 虐待が疑われる事案があった場合の対応 

   Ⅴ 市町村・都道府県による障害者福祉施設等への指導等 

   Ⅵ 虐待を受けた障害者の保護に対する協力について 

   Ⅶ 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて 

  〇参考資料 

   施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト・職場内研修用冊子 等 

 

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（従事者向けマニュアル）」 

厚生労働省（平成３０年６月改訂）    

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 

「一人ひとりを大切にした支援を目指して」 

 ～大阪府障がい児者施設等サービス改善支援事業 事例集～   （大阪府 HPに掲載） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousi-jirei.html 

令和２年度大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修 

＜障がい福祉サービス事業所向け＞のご案内 

●大阪府では、府内の障がい福祉サービス事業所の管理者及び責任者の方を対象とした、 

障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施しています。 

●日程詳細や受講申込みの受付開始日については、大阪府ホームページ及び 

府内各市町村ホームページに掲載します。（随時更新） 

（大阪府）http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html 

大阪府 障がい者虐待防止 研修 ※郵送での募集案内の送付は、令和元年度を 

もって原則廃止いたしました。 

こころの耳   働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/  

  

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousi-jirei.html
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
https://1.bp.blogspot.com/-nB77P4LkQC8/XWS5gdVF9xI/AAAAAAABUTM/2ilcEL7lWaICdqSRUpkxiAoxHMS9qqIQwCLcBGAs/s1600/group_young_world.png


 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

～虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません～        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 
             

              

① 養護者による虐待の対応窓口（平日９時～17時30分） 
 

  各区役所保健福祉課 各区障がい者基幹相談支援センター 

 
区名 電話 ファックス 電話 ファックス 

  各区役所保健福祉課 各区障がい者基幹相談支援センター 
 
淀川 06-6308-9857 06-6885-0537 06-6101-5031 06-6101-5032 

区名 電話 ファックス 電話 ファックス 
 
東淀川 06-4809-9845 06-6327-2840 06-6325-9992 06-4307-3673 

北 06-6313-9857 06-6313-9905 06-6374-7888 06-6374-7889 
 
東成 06-6977-9857 06-6972-2781 06-6981-0770 06-6981-0703 

都島 06-6882-9857 06-6352-4584 06-6355-3701 06-6355-3702 
 
生野 06-6715-9857 06-6715-9967 06-6758-2050 06-6756-0801 

福島 06-6464-9857 06-6462-4854 06-6456-4107 06-6456-0561 
 
旭 06-6957-9857 06-6954-9183 06-4254-2339 06-6180-6901 

此花 06-6466-9857 06-6462-2942 06-6461-5055 06-6461-5056 
 
城東 06-6930-9857 06-6932-1295 06-6934-5858 06-6934-5850 

中央 06-6267-9857 06-6264-8285  06-6940-4185 06-6943-4666 
 
鶴見 06-6915-9857 06-6913-6237 06-6961-4631 06-6961-5525 

西 06-6532-9857 06-6538-7319 06-6585-2550 06-6585-2550 
 
阿倍野 06-6622-9857 06-6629-1349 06-6621-3830 06-6621-3830 

港 06-6576-9857 06-6572-9514 06-6585-2211 06-6585-2212 
 
住之江 06-6682-9857 06-6686-2039 06-6657-7556 06-4702-4738 

大正 06-4394-9857 06-6553-1986 06-6599-9161 06-6555-3520 
 
住吉 06-6694-9859 06-6694-9692 06-6609-3133 06-6609-3210 

天王寺 06-6774-9857 06-6772-4906 06-4302-5203 06-4302-5243 
 
東住吉 06-4399-9857 06-6629-4580 06-6760-2671 06-6760-2672 

浪速 06-6647-9859 06-6644-1937 06-6649-0421 06-6649-0421 
 
平野 06-4302-9857 06-4302-9943 06-6797-6691 06-6797-6691 

西淀川 06-6478-9918 06-6478-9989 06-4808-3080 06-4808-3082 
 
西成 06-6659-9857 06-6659-9468 06-6562-5800 06-6562-6677 

 

②障がい者福祉施設従事者等による虐待の対応窓口（平日 9時～17時30分） 
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課   電話：06-6208-8075 ファックス：06-6202-6962 

③使用者による虐待の対応窓口（平日 9時～17時30分） 
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ 電話：06-6208-8086 ファックス：06-6202-0990 

④その他：「休日夜間福祉電話相談」では、障がい者の様々な電話相談に応じています。電話：06-4392-8181 
 

   

 

    

  
 

 

 

 

身体的虐待 身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束 

性的虐待 わいせつな行為をすること、させること 

心理的虐待 著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動 

介護・世話の 

放棄・放任 
衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること 

経済的虐待 不当な財産の処分、不当に障がい者から財産上の利益を得ること 

○相談窓口（養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者による虐待） 

①平日9時～17時30分    専用電話 ：072-280-6262 

ファックス：072-280-6262（内容確認は開庁日） 

②上記時間外              電話（市役所当直窓口）：072-233-2800 

 

 
虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。また障がい者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待

を防止することが非常に重要です。 

この法律に基づき、大阪府と各市町村に窓口を設け、養護者（※）からの虐待や福祉施設等、雇用先での虐待へ

の相談・対応などを行います。（※）障がい者の介護、世話をする家族、親族、同居人など 

「障害者虐待防止法」をご存知ですか？ 
    ～平成24年10月施行～ 

◇虐待を見かけたら通報をお願いします◇  

堺市 

市町村等の職員には守秘義務が課されていますので、 

通報や届出をした方を特定する情報は守られます。 

＜こんな行為が虐待です＞

＜令和２年４月８日更新＞ 

大阪市 ○相談窓口 



 

○相談窓口（養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者による虐待） 

市町村 名  称 電  話 ファックス 休日・夜間の連絡先 

池田市 池田市障害者虐待防止センター （池田市基幹相談支援センター） 072-754-6003 072-754-6004 072-752-1111（取次対応） 

豊能町 豊能町障害者虐待防止センター（豊能町保健福祉部福祉課福祉相談支援室） 072-738-0911 072-738-0911 
TEL・FAX 

072-739-3200 

能勢町 虐待防止センター （能勢町健康福祉部福祉課） 072-734-1080 072-731-2151 072-734-1080 

箕面市 箕面市障害者虐待防止センター （箕面市健康福祉部地域包括ケア室） 072-727-9501 072-727-3539 072-727-9500（取次対応） 

豊中市 豊中市障害者虐待防止センター 06-6863-7060 06-6866-0811 06-6863-7060 

吹田市 吹田市障がい者虐待防止センター（吹田市障がい福祉室） 06-6384-1346 06-6385-1031 
06-6384-1231 
（市役所代表） 

茨木市 茨木市障害者虐待防止センター （茨木市相談支援課） 072-622-5585 072-620-1720 072-622-5585 

摂津市 摂津市障害者虐待防止センター （摂津市障害福祉課）  06-6383-1374 06-6383-9031 06-6383-1111 

島本町 島本町健康福祉部福祉推進課 075-962-7460 075-962-5652 075-961-5151 

高槻市 高槻市障がい者虐待防止センター (高槻市福祉相談支援課) 072-674-7171 072-674-5135 072-674-7000（取次対応） 

枚方市 枚方市障害者虐待防止センター （枚方市地域健康福祉室障害福祉担当) 072-841-5301 072-841-5123 072-841-5301 

寝屋川市 
寝屋川市障害者虐待防止センター 
（寝屋川市福祉部障害福祉課） 

072-838-0382 
(内線 623652) 

072-812-2118 072-824-1181（取次対応） 

守口市 守口市障がい者虐待防止センター （守口市健康福祉部障がい福祉課） 06-6992-1635 06-6991-2494 
06-6992-1221 
（市役所代表） 

門真市 
門真市障がい者虐待防止センター 
（門真市障がい者基幹相談支援センターえーる） 

06-6901-0202 06-4967-5554 
TEL 06-6902-1231 

FAX 06-6905-9510 
（休日・夜間は市役所代表） 

大東市 大東市障害者虐待防止センター （大東市基幹相談支援センタ－） 072-806-1332 072-806-1333 072-806-1332（取次対応） 

四條畷市 四條畷市障がい者虐待防止センター （四條畷市健康福祉部障がい福祉課） 072-877-2121 072-879-2596 072-877-2121 

交野市 交野市障がい者虐待防止センター （交野市福祉部障がい福祉課内） 072-893-6400 072-895-6065 
072—892-0121 
（市役所代表） 

八尾市 八尾市障がい者虐待防止センター 072-925-1197 072-925-1224 
TEL 072-925-1197 
FAX 072-925-1224 

柏原市 柏原市権利擁護サポートセンター 072-971-2039 072-971-6801 072-971-2039 

東大阪市 東大阪市障害者虐待防止センター 072-976-4300 072-976-4300 072-976-4300 

松原市 松原市福祉部障害福祉課 072-334-1550 072-337-3007 072-334-1550（取次対応） 

羽曳野市 羽曳野市保健福祉部障害福祉課 072-958-1111 072-957-1238 072-958-1111（取次対応） 

藤井寺市 藤井寺市健康福祉部福祉総務課 072-939-1106 072-939-0399 072-939-1111（取次対応） 

富田林市 
富田林市障がい者虐待防止センター  
（富田林市子育て福祉部障がい福祉課） 

0721-25-1000 
（内線 434・435） 

0721-25-3123 0721-25-1000 

河内長野市 河内長野市障がい者虐待防止センター 
（河内長野市福祉部障がい福祉課） 

0721-53-1111 
（内線 131） 

0721-52-4920 0721-53-1111 

大阪狭山市 大阪狭山市健康福祉部福祉グループ 072-366-0011 072-366-9696 072-366-0011 

河南町 河南町障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

太子町 太子町障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

千早赤阪村 千早赤阪村障がい者虐待防止センター （科長の郷 生活支援相談室しなが） 0721-98-5016 0721-98-5678 0721-98-5016 

泉大津市 泉大津市健康福祉部障がい福祉課 0725-33-1131 0725-33-7780 0725-33-1131 

和泉市 和泉市障がい者虐待防止センター （和泉市障がい者基幹相談支援センター） 0725-99-8030 0725-41-3191 0725-99-8030 

高石市 高石市保健福祉部高齢・障がい福祉課 072-275-6294 072-265-3100 072-265-1001 

忠岡町 忠岡町健康福祉部地域福祉課 0725-22-1122 0725-22-1129 0725-22-1122 

岸和田市 岸和田市障害者虐待防止センター (岸和田市福祉部障害者支援課) 072‐447‐7081 072-431-0580 

TEL 072-423-2121 

FAX 072-423-2727 
(取次対応) 

貝塚市 貝塚市障害者虐待防止センター （貝塚市福祉部障害福祉課） 072-433-7012 072-433-1082 
TEL 0120-722-018 
FAX 0120-722-565 

泉佐野市 
泉佐野市・田尻町障害者虐待防止センター 

(基幹包括支援センター いずみさの) 
0120-357-345 0120-571-015 

TEL 0120-357-345 
FAX 0120-571-015 

泉南市 泉南市福祉保険部障害福祉課 072-483-8252 072-480-2134 072-483-8252（取次対応） 

阪南市 阪南市障がい者虐待防止センター （阪南市福祉部市民福祉課） 072-471-5678 072-471-1038 072-471-5678 

熊取町 熊取町健康福祉部障がい福祉課 072-452-6289 072-453-7196 072-452-1001（取次対応） 

田尻町 
泉佐野市・田尻町障害者虐待防止センター 

(基幹包括支援センター いずみさの) 
0120-357-345 0120-571-015 

 TEL 0120-357-345 
 FAX 0120-571-015 

岬町 岬町しあわせ創造部福祉課 072-492-2700 072-492-5814 072-492-2001 
 

○相談窓口（使用者による虐待） 
大阪府障がい者権利擁護センター 電話番号  ：０６－６９４４－６６１５  （開庁日：平日9時から18時）   

ファックス：０６－６９４４－６６１５  （内容確認は開庁日） 
 

【作成】大阪府障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ（令和２年４月８日更新 最新の情報は下記HPをご覧ください。） 

【H P】「障害者虐待防止法の施行について」（大阪府のホームページで「障害者虐待防止法」と検索してください。） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousihou1.html 

大阪府 

府内市町村（大阪市・堺市除く） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaibousihou1.html


～障がい児入所施設における虐待の対応について～ 

 障がい児入所施設の入所児童に対し、施設職員等から虐待が行われた場合の対応は、

児童福祉法に規定されている、被措置児童等虐待防止のための枠組みが適用されます。 

（障害者虐待防止法の適用範囲外） 

 

 

  

虐待を受けたと思われる被措置児童等を発見した人には、通告義務が課せられており、 

 発見した人は通告受理機関へ通告しなければならないことになっています。 

通告受理機関 

（法第 33条の 10） 

都道府県（及び大阪市、堺市）の設置する福祉事務所、児童相談所、措
置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会
若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務
所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しく
は市町村 

被措置児童とは…里親等に委託されている児童、児童養護施設や障がい児施設等に入所して

いる児童（契約入所の児童を含む）、一時保護もしくは一時保護委託をされている児童 



 

子家発０４２７第１号 

障障発０４２７第１号 

平成３０年４月２７日 

 

    

    都 道 府 県 

各  指 定 都 市    民生主管部（局）長 殿 

   児 童 相 談 所 設 置 市 

    

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 家 庭 福 祉 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

（ 公 

 

児童養護施設等に入所する子ども間の性的暴力等の事案への対応について 

 

 

児童養護施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子

生活支援施設及び一時保護所並びに障害児入所施設をいう。以下同じ。）は、子どもたちが

信頼できる大人や仲間の中で安心して生活を送ることができる場でなければならない。こ

のため、入所する子ども間の性的暴力等の事案を未然に防止することがまずは重要である。

その上で、万が一そうした事案が発生した場合には適切な対応をとることが必要であるた

め、今般、各施設における相談支援等の対応について下記のとおりお示しするので、管内

の児童養護施設等その他関係機関に対し周知・徹底を図られたい。 

あわせて、本通知に示す対応等については里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム等

においても適切に取り組んでいただくこととし、子どもの権利擁護が図られるようお願い

する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

記 

 

１．発生防止のための取組 

  児童養護施設等には、保護者から虐待等を受けたことを背景に、他者との適切な関係

を構築しにくい子どもが一定数入所している。このため、子ども間の性的暴力等の事案



 

が生じないようにするには、常日頃から、施設職員が子どもの様子を見守り、子ども同

士の関係にも十分配慮しつつ、子どもの変化への気づきの感度を高めて、適切に働きか

けることが必要である。 

  また、施設全体で取り組むことが重要であり、子どもと接する際には、施設長を含め

施設職員と子どもとの１対１の会話の機会を積極的に作る等により、子どもの気持ちを

受け止め、真摯に向き合って対応するとともに、日頃から他人に対する配慮の気持ちや

接し方を施設職員が模範となって示し、他者の権利を守ることの大切さを子どもが理解

するよう促していくことが求められる。 

 

２．児童養護施設等における子ども間の性的暴力等の事案への対応 

児童養護施設等に入所する子どもの権利擁護については、児童福祉法による被措置児

童等虐待の防止等や、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生労働

省令第６３号）第１４条の３による苦情受付窓口の設置、職員以外の者の関与といった

対応等の取組を行っているところである。 

子ども間の性的暴力等の事案を施設職員が放置することは、児童福祉法第３３条の

１０第１項第３号の規定により、被措置児童等虐待に該当すると考えられる。 

このため、子ども間の性的暴力等の事案への対応については、現行の被措置児童等虐

待対応や施設職員以外の者の関与等の仕組みの中で、子どもから都道府県担当課やその

他の窓口に安心して相談できるよう、各施設において子どもへの周知・説明に関する取

組を改めて行うことについて、管内の児童養護施設等に対し周知徹底を図る必要がある。 

 

３．子どもへの周知・説明に関する取組例 

子ども間の性的暴力等の被害に遭った子どもが安心して相談しやすい環境を整えるこ

とが重要である。特に性的暴力についての相談は、子どもが消極的になることが考えら

れ、さらに同じ施設の子どもからの性的暴力の場合には、より一層相談が遅れたり、施

設の職員には話しづらいといった状況が考えられるため、丁寧な周知や説明が必要であ

る。 

このため、以下の取組例を参考として、必要な情報が子どもに直接届く周知方法の検

証を行い、取組の徹底を図ることが必要である。 

 

（取組例） 

○ 入所の際に配付している「子どもの権利ノート」の内容について、改めて子どもに

説明すること。 

○ 所管の児童相談所の担当児童福祉司や都道府県担当課その他相談機関等の連絡先を

記載した個人カードやリーフレットを作成し、個別に配付すること。 

○ 「意見箱」を設置すること。 

○ 子どもが生活する場に、施設以外で相談対応する連絡先（都道府県担当課、第三者

委員等）を記載した「掲示物」（参考例参照）を子どもに見やすく掲示すること。その

際、連絡先については窓口を明確にする等により、子どもが躊躇せずに連絡できるよ

う配慮に努めること。 



 

ここに示した取組例を踏まえ、都道府県や入所する子どもの年齢や障害等各施設の状

況に応じて適切な方法で子どもに直接届く周知方法について工夫するよう努めていただ

きたい。 

また、これらの対応について、定期的に子どもの意見を聞く等により検証し、必要な

見直し等の実施をお願いする。 

なお、これらの取組を実施する際は、子どもに対し、あらかじめその趣旨や具体的な

内容について年齢等に応じた理解を促すため、懇切丁寧に個別に説明を行う必要がある。 

 

４．取組状況のフォローアップ 

  本通知後に児童養護施設等において実施された具体的な取組については、追って把握

させていただく予定としているので、予めご承知おきいただきたい。 



おなじ施設で暮らす人から 
いやなことをされたら 

からだを 
 

さわられて 
 

イヤな気持ち 

人のからだを 
 

さわるよう命令 
 

された 

叩いたり 
 

けったりされる 

しせつ ひと 

ひと 

く 

めいれい 

き も 

たた 

話を聞いて 
くれるところ 

はなし 

  ○○県○○課 ○○○○担当 
 

    TEL    －    －   

か けん たんとう 

○施設の人（苦情解決の担当）  
 

 
 

 
 
       （       さん） 

        

ひと くじょうかいけつ たんとう 

（    に写真か似顔絵を貼付する ） 

○第三者委員の人  （TEL    －   －    ） 
 

 
 
 
 

  （        さん）      （         さん）       

だいさんしゃいいん ひと しせつ 

はなし 

ほかにもこんな人が話を聞いてくれたり、いっしょに考えてくれます。 
 

かんが 

たんとう じどうそうだんしょ はな 

ひと 

※ あなたを担当する児童相談所の人にお話しすることもできます 

き 

ひと 

き 


